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仙台市放課後児童クラブ弁当配送モデル事業業務委託仕様書 

 

1 業務名 

 仙台市放課後児童クラブ弁当配送モデル事業 

 

2 事業の目的 

小学校長期休業期間中の放課後児童クラブへの弁当配送について、保護者からの高いニーズを踏ま

え、子育て家庭への負担軽減等を目的に本モデル事業を実施し、今後の事業化に向けた課題を把握する

とともに、各放課後児童クラブの状況も考慮しつつ将来的な本格導入に向けた検証等を行う。 

 

3 業務概要 

（１）小学校長期休業期間中において、仙台市が設置する放課後児童クラブに登録している児童の保護

者が事業者へ注文した弁当を、放課後児童クラブを実施している児童館（サテライト室含む）に届け

る弁当配送モデル事業を委託するもの。 

なお、弁当の製造販売にかかる費用相当額を弁当代金の実費分として放課後児童クラブ登録児童の

保護者が負担し、配送及び児童館との実施調整等にかかる費用相当額を本業務の契約金として仙台市

が負担する。 

（２）上記（１）のほか、仙台市が別に委託する運送事業者による配送を行うことを条件に、保護者が

注文した弁当を製造販売できる場合における児童館との調整等にかかる業務を委託するもの。 

なお、弁当の製造販売にかかる費用相当額を弁当代金の実費分として保護者が負担し、児童館との

実施調整等にかかる費用相当額を本業務の契約金として仙台市が負担するほか、配送については、別

途仙台市が運送事業者に委託する。 

 

4 履行期間 

契約の日から令和９年３月 31日まで 

 

5 弁当配送等実施期間 

 下記を基本とし、小学校毎に休業期間が異なる場合は各小学校の休業期間に準ずる。 

（１）令和８年度夏季休業期間 

   令和８年７月 21日（火）～８月 24日（月） 

うち、土日祝日を除く（24日間）     

（２）令和８年度冬季休業期間 

   令和８年 12月 24日（木）～令和９年１月７日（木） 

うち、土日祝日及び 12月 29日～１月３日を除く（６日間） 

（３）令和８年度学年末休業期間 

   令和９年３月 25日（木）～３月 31日（水） 

うち、土日祝日を除く（５日間）  

※お盆期間等により事業者が休業する期間がある場合については、委託者と協議のうえ、上記期間か
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ら除くことも可能とする。 

 

6 履行場所 

（１）別紙「放課後児童クラブ実施箇所一覧」のうち受託者において配送可能な児童館（サテライト室含

む） 

 ※児童館本館またはサテライト室のいずれかのみの配送は不可とする。 

 ※児童館の改築及び大規模修繕等により納品場所が変更となる場合がある。 

 ※サテライト室の追加、廃止及び使用状況等により納品場所が変更となる場合がある。 

（２）別紙「放課後児童クラブ実施箇所一覧」のうち受託者において弁当製造販売（調整含む）のみ可能

な児童館（サテライト室含む） 

 

7 提供食数見込み 

放課後児童クラブ登録児童の保護者のうち利用希望者が対象。利用率は各放課後児童クラブ登録児童

数の１～３割程度を見込んでいる。（見込みであり、実際の提供数を保証するものではない） 

※各放課後児童クラブ登録児童数は令和８年４月１日時点の登録児童数（見込み）であり、年度内にお

いて増減する。 

 

8 委託業務内容 

【３業務概要（１）の場合】 

（１）弁当の配送等 

(ア)受託者は、午前９時 30分～午前 11時 45分までに、各児童館本館・サテライト室へ弁当を配

送すること。 

(イ)受託者は、原則として、弁当の容器及び残食、配送時に使用する梱包材等は同日中に回収する

こと。なお、以下の児童館については翌日回収も可能とするが、翌日が土日祝日や児童館閉館

日の場合には当日回収とすること。 

太白区 茂庭台児童館、湯元児童館、生出児童クラブ室 

泉区 住吉台児童センター、根白石児童館 

   ※翌日回収とする場合には、児童館において弁当の容器等及び残食を翌日まで衛生的に保管でき

るよう、受託者にてコンテナ等の蓋つき容器を準備し児童館に配備すること。 

(ウ)受託者は、配送時まで（可能な限り配送日の前日まで）に各児童館へ配送先毎の注文者情報の

一覧を提供すること。 

(エ)配送及び児童への提供までの間、保冷剤等で衛生・品質管理のうえ、児童館・サテライト室ご

とにコンテナ等で安全に配送及び保管ができるものとすること。また、保管時において児童等

が誤って開けることがないよう、コンテナ等に封をするなどの処置を講じること（品質・衛生

管理上、難しい場合は除く）。 

※弁当の納品及び容器等の回収時間については、配送・回収ルート等を踏まえ、各児童館と調

整のうえ設定すること。 

（２）実施にかかる児童館との調整等 
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(ア)受託者は、弁当の配送場所を各児童館と調整のうえ、実施前に確認すること。 

(イ)受託者は、弁当の献立、注文・決済方法についてチラシ等を作成し適切に保護者へ周知するこ

と。周知の方法については、各児童館と調整すること。（各児童クラブに導入している入退館

管理・保護者連絡用アプリケーションによる電子データでの周知も可） 

(ウ)児童館より保護者への説明会の実施を求められた場合は、調整のうえ、可能な限り対応するこ

と。 

【３業務概要（２）の場合】 

（１）弁当の準備等 

(ア)受託者は、午前９時 00分までに、別途仙台市が委託する運送事業者へ弁当等を引き渡せるよ

う準備すること。 

(イ)受託者は、弁当の容器及び残食、配送時に使用する梱包材等について、運送事業者が回収した

ものを午後４時 00分までに受け取ること。 

(ウ)受託者は、配送時まで（可能な限り配送日の前日まで）に各児童館へ配送先毎の注文者情報の

一覧を提供するとともに、配送日前日（土日祝日等の場合は、その前の平日）の午後２時まで

に運送事業者へ配送先毎の配送個数見込一覧を、配送時までに確定した配送個数一覧を提供す

ること。 

(エ)配送及び児童への提供までの間、保冷剤等で衛生・品質管理のうえ、児童館・サテライト室ご

とにコンテナ等で安全に配送及び保管ができるものとすること。また、保管時において児童等

が誤って開けることがないよう、コンテナ等に封をするなどの処置を講じること（衛生・品

質・管理上、難しい場合は除く）。 

（２）実施にかかる児童館との調整等 

(ア)受託者は、弁当の配送等に関し、別途仙台市が委託する運送事業者と調整すること。特に衛生

面及び品質管理にかかる部分については、過不足がないよう留意すること。 

(イ)受託者は、弁当の献立、注文・決済方法についてチラシ等を作成し適切に保護者へ周知するこ

と。周知の方法については、各児童館と調整すること。（各児童クラブに導入している入退館

管理・保護者連絡用アプリケーションによる電子データでの周知も可） 

(ウ)児童館より保護者への説明会の実施を求められた場合は、調整のうえ、可能な限り対応するこ

と。 

 

9 弁当注文・決済方法及び弁当の内容 

受託者が各児童館・サテライト室へ配送・提供する弁当は以下の要件を満たしたものとする。 

（１）弁当注文受付・決済方法等 

(ア)受託者が用意したウェブサイト等により、受託者が保護者から直接注文を受付すること。 

(イ)献立表を事前に保護者へ公開し、保護者が注文する際に献立の食物アレルギー情報を確認で

きるようにすること。 

(ウ)注文画面等に弁当の写真を表示するなどし、保護者及び児童が量や内容をイメージでき、注

文しやすくなる工夫を行うこと。 

(エ)弁当代金は、クレジット決済・口座振替・口座振込等により、受託者が直接保護者から徴収
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すること（各児童館における現金での支払いは不可）。返金等についても、受託者において対

応すること。 

(オ)弁当容器は、使い捨てまたは回収容器いずれの対応も可とする。 

(カ)注文・決済にかかる保護者への案内チラシ等は受託者にて用意すること。 

(キ)弁当の注文受付及びキャンセル期限は、可能な限り配送日前日までとするなど利用しやすい

期日を設定すること。 

（２）弁当の内容等 

(ア)弁当の量や質などが児童（小学生）に相応しいこと。 

(イ)再調理や温め、盛り付け等の必要がないものとすること。 

(ウ)年間を通してメニューの内容に変化を持たせるとともに、栄養面にも配慮すること。 

(エ)衛生面と品質管理に万全を期すること。 

(オ)利用しやすい価格帯（１食あたり税込み 400円から 500円程度）となるよう配慮すること。 

(カ)食品添加物を少なくすること。  

(キ)遺伝子組み換えの原材料は可能な限り使用しないこと。  

 

10 配送体制等について 

（１）実施体制の整備について 

(ア)受託者は、業務全体の管理責任者を配置すること。 

(イ)受託者は、弁当提供日には必ず連絡対応（電話、メール等）ができる体制にすること。 

(ウ)受託者は、やむを得ない事情により本事業より撤退する場合は、２か月以上前に委託者へ報

告しなければならない。 

(エ)委託者は、配送中の事故その他受託者の過失によって生じた損害について一切責任を負わな

い。 

(オ)弁当の保管及び配送における衛生面及び品質管理が適切であり、安全かつ確実な納品が可能

であること。 

(カ)弁当は受注数１個から配送・提供すること。 

 

11 効果検証にかかる協力 

本モデル事業の効果検証にあたり、本市によるヒアリング等を行う場合、これに応じること。 

 

12 衛生危機管理対応等 

提供する弁当及び注文・決済等にかかる事故や問い合わせ等については、受託者の責任において適切に

対応するとともに、下記の点に留意すること。 

（１）食中毒や異物混入等の事故防止 

(ア)受託者は、弁当の製造・配送等にあたっては、食中毒防止のための衛生管理を適切に行うこと。 

(イ)受託者は、異物混入等の事故が起きないよう、食品衛生責任者等による食材料の納入時の立会

いと検収の徹底、点検を実施するとともに、作業開始前に器具等の破損箇所や、破損のおそれ

がないこと等を十分に確認すること。本業務に従事する者も互いに注意喚起等を行うこと。 
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(ウ)受託者は、業務を実施するにあたり、常に食品衛生法その他関係法規を守り、監督官庁の指示

に従うこと。 

（２）事故等への対応 

(ア)受託者は、提供した食事に起因する児童への健康被害又はその疑いがある場合、児童及び保護

者に対して適切な対応を行うこと。 

(イ)受託者は、事故の発生が確認された場合、直ちに委託者及び各児童館へ連絡し、後に書面によ

り委託者あてに正式に報告すること。 

(ウ)事故のため、受託者が業務継続困難となった場合、受託者は代替策を用意し、児童及び保護者

に不利益を与えないようにすること。 

(エ)食中毒など万一の事故に備え、賠償責任保険に加入すること。 

（３）苦情処理について 

 受託者は、保護者の苦情に対し迅速かつ円滑な解決を図るように苦情対応に努めるものとする。ま 

た、必要に応じて委託者へ報告するものとする。 

（４）配送計画書等の提出 

  受託者は、契約締結後速やかに、以下の書類を委託者に提出すること 

 （ア）緊急連絡体制 

 （イ）各履行場所への配送計画書 

 

13 災害の発生等による弁当提供の中止 

災害の発生等により、児童館（サテライト室含む）が休館となった場合、当該児童館（サテライト室含

む）の弁当提供は中止とし、受託者は保護者に対し、当該日の弁当代金を請求せず、又は既に徴収してい

る場合は返金すること。なお、この場合において、当該児童館等（注文があった場合に限る）の配送分に

ついては、配送日数に含めるものとする。 

ただし、災害の発生等があったものの児童館（サテライト室含む）が休館とならない場合で、保護者判

断により児童が帰宅し弁当が提供できなかった等の事情のある場合には、弁当代金の負担者については、

受託者と保護者との間の取り決めにより決定する。なお、この場合においても、当該児童館等（注文があ

った場合に限る）の配送分については、配送日数に含めるものとする。 

 

14 支払方法 

（１）受託者は、配送が完了した各期間（夏季休業期間、冬季休業期間、学年末休業期間）の代金を各期 

間の業務終了後に委託者へ請求すること。なお、児童館との調整費等については、各期間（夏季休業

期間、冬季休業期間、学年末休業期間）で等分し、請求すること。 

※等分により各期間 100円未満の金額が生じる場合には、各期間の 100円未満の金額を合算のうえ、

夏季休業期間の請求に含めるものとする。 

（２）受託者は、請求の際、次の書類を提出すること。 

(ア)業務完了届及び請求書 

(イ)各配送先別、日別の注文確定書 

（３）委託者は、受託者から請求があった日から 30日以内に支払うものとする。 
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15 その他 

（１）本仕様書に定めのない事項については、委託者及び受託者双方協議して定めるものとする。 

（２）本事業にかかる協議、打合せ等の必要経費及びその他の経費は全て受託者の負担とする。 

（３）本事業を履行するにあたり、第三者へ業務のすべてを委任、又は請け負わせてはならない。ただし、

業務の一部（主たる部分を除く。）について事前に書面で申請し、委託者の書面による承諾を得た場

合は、この限りではない。 

（４）受託者は、業務上知り得た秘密（個人情報等）を適切に管理し漏らしてはならない。業務委託契約

が終了した後も同様とする。個人情報等の漏えいに係る事故の発生が確認された場合、12（２）（イ）

と同様に、直ちに委託者及び各児童館へ連絡し、後に書面により委託者あてに正式に報告すること。 

（５）受託者は、本業務に関して、法令等を遵守し、誠実に業務を行うこと。 

（６）災害や感染症の流行等により、本市がやむを得ないと認める場合、本事業を休止することがある。 

 


